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「活性化協議会」の機能
(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律)

・交通計画の作成／実施

・計画の評価／見直し等

「交通会議」の機能
(道路運送法)

・乗合旅客運送の態様等

・有償運送の必要性等

・運賃／料金に関する事項
※R5.10.1～運賃協議会の設置が必要

大町市地域公共交通活性化協議会

《運賃協議会》道路運送法第９条第４項

協議事項…乗合旅客運送の運賃・料金に関する事項

（そのサービスに見合った対価であるかどうかを協議。）

・協議会とは別に協議することが必要

・独占禁止法に抵触しないよう構成員を限定

大町市地域公共交通活性化協議会の概要について 

 

１ 協議会の協議事項 

 (１) 地域公共交通計画の作成（変更）及び実施に関する事項 

 (２) 地域住民の生活に必要な旅客運送の確保その他旅客の利便の増進に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 大町市地域公共交通活性化協議会 設置要綱（Ｐ２～３） 

  （改正 令和 7 年 3 月 25 日 告示第 52 号） 

 (１) 施行日 

    令和７年４月１日 

 (２) 主な改正点 

   ▶ 第２条（所掌事項）へ、交通会議の機能を付加 

   ▶ 第６条へ、運賃協議会に関する条項を追加 
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大町市地域公共交通活性化協議会設置要綱 

令和５年３月３０日 

告示第５９号 

改正 令和７年３月２５日告示第５２号 

（設置） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第６

条第１項の規定に基づき、大町市地域公共交通計画（以下「交通計画」という。）の

作成及び実施に関する協議並びに道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に

基づき、地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進に関する協

議を行うため、大町市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）を設置

する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

（１）交通計画の作成及び変更に関すること。 

（２）交通計画及び交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。 

（３）地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項 

（４）市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

（５）前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項に関す

ること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員２５人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委

嘱し、又は任命する。 

（１）関係する公共交通事業者及びその組織する団体の代表者 

（２）道路管理者 

（３）公安委員会に属する者 

（４）学識経験者 

（５）地方運輸局職員 

（６）県職員 

（７）市職員 

（８）市民又は地域公共交通利用者の代表者 

（９）公募による市民 

（１０）前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員の欠員により新たに委員と

なった者の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員） 

第４条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会長 １人 

（２）副会長 １人 

（３）監事 ２人以内 

２ 会長、副会長及び監事は、委員が互選する。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が不在のときは、その職

務を代理する。 

５ 監事は、協議会の会計の状況を監査する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員は、都合により協議会を欠席する場合は、代理の者を出席させることができる
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こととし、代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

５ 会長は、必要があると認める場合は、委員以外の者に対して、資料の提出又は会議

への出席を求めることができる。 

６ 会長は、会議の内容が軽微の場合又は緊急その他やむを得ない事情により会議を開

催することが困難な場合は、書面協議により議決をすることができる。この場合にお

いては、第２項及び第３項の規定を準用する。 

７ 会議で決定された事項については、委員は、その結果を尊重しなければならない。 

（運賃協議会） 

第６条 協議会は、乗合旅客運送の運賃、料金等に関する事項を協議するため、運賃協

議会を設置することができる。 

２ 運賃協議会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。 

（１）会長 

（２）市職員 

（３）当該乗合旅客運送の路線等に係る運賃等を定めようとする公共交通事業者 

（４）地方運輸局職員 

（５）市民の代表 

３ 運賃協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、議長となる。 

４ 運賃協議会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立とし、会議の議事は、出席

委員の総意により決する。 

（検討機関） 

第７条 協議会は、第２条各号に掲げる事項について、必要に応じ協議、調整又は専門

的な検討を行うための機関を設置することができる。 

２ 前項の機関に関し、組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（財務に関する事項） 

第８条 協議会の運営に要する経費は、大町市負担金、国庫補助金及びその他の収入を

もって充てる。 

２ 前項に定めるもののほか、協議会の予算編成、現金の出納その他の財務に関し必要

な事項は、会長が別に定める。 

（事務局） 

第９条 協議会の事務局は、総務部情報交通課に置く。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行後最初に委嘱し、又は任命される委員の任期は、第３条第２項の規

定にかかわらず、令和７年３月３１日までとする。 

（大町市地域公共交通活性化協議会設置要綱の廃止） 

３ 大町市地域公共交通活性化協議会設置要綱（平成２３年告示第８０号）は、廃止す

る。 

附 則 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

  （大町市地域公共交通会議設置要綱の廃止） 

２ 大町市地域公共交通会議設置要綱（平成１９年告示第７号）は、廃止する。 
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大町市地域公共交通活性化協議会財務規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規定は、大町市地域公共交通活性化協議会設置要綱第８条第２項の規程に

より、大町市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）の財務に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

 （予算） 

第２条 協議会の会長（以下「会長」という。）は、毎会計年度予算を調製し、協議会に

諮るものとする。 

２ 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終了する。 

 （予算区分） 

第３条 歳入予算の区分は、次の各号のとおりとする。 

（１）負担金 

（２）補助金 

（３）繰越金 

（４）諸収入 

２ 歳出予算の区分は、次の各号のとおりとする。 

（１）運営費 

（２）事業費 

（３）予備費 

３ 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、歳入予算の区分及び歳出予算

の区分を変更することができる。 

 （会計処理及び現金等の保管） 

第４条 協議会の会計処理は、事務局である大町市情報交通課が担当する。 

２ 出納責任者は事務局長とする。 

３ 出納責任者は、その掌握事務の一部を他の者に補助させることができる。 

４ 協議会に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預けなければならない。 

 （収入及び支出の手続） 

第５条 出納責任者は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。 

（１）出納簿 

（２）前号に掲げるもののほか、必要な簿冊 

２ 収入行為の決定があったときは、収入伝票へ内容を表示し、事務局長の決裁を受け

なければならない。 

３ 支出負担行為をしようとするとき及び支出命令により支出するときは、会長の決裁

によるものとする。但し、500 万円未満の支出であるときは、事務局長が専決できる。 

 （決算等） 

第６条 会長は、毎会計年度終了後、協議会の収支決算を調製し、監事の監査に付し、

協議会の承認を得るものとする。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会の会計処理に関し必要な事項は、会長が

別に定める。 

 

 附 則 

１ この規程は、令和５年４月 20 日から施行する。 

 附 則 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 


